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募
集

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配（
出
前
）

を
利
用
す
る
際
の
食
中
毒
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　
夏
は
食
中
毒
の
リ
ス
ク
が
高
ま
る

季
節
で
す
。
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配

の
食
品
は
、
調
理
後
速
や
か
に
食
べ

る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

食
中
毒
を
予
防
す
る
た
め
、
長
時
間

放
置
せ
ず
速
や
か
に
食
べ
ま
し
ょ
う
。

飲
食
店
の
方
へ

◦
持
ち
帰
り
に
適
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を

選
定
す
る
（
生
も
の
の
提
供
を
避
け

る
）　
◦
食
肉
等
の
加
熱
が
必
要
な

食
品
は
し
っ
か
り
火
を
通
す　
◦
購

入
者
へ
で
き
る
だ
け
早
く
食
べ
る
よ

う
伝
え
る　
◦
無
理
な
く
調
理
で
き

る
数
量
を
受
注
す
る　
◦
持
ち
帰
り

用
の
保
冷
剤
等
を
準
備
す
る
な
ど
、

適
切
な
温
度
管
理
を
行
う　
問
区
役

所
衛
生
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

消
費
者
川
柳
募
集
　
　
　
　
　 

◦
入
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
を
進
呈

◦
入
賞
作
品
は
氏
名
ま
た
は
ペ
ン
ネ

ー
ム
、
年
齢
等
を
添
え
て
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
の
広
報
誌
等
に
掲
載
し

ま
す　
◦
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

部
門

募
集
内
容
等

対
象

①小学生の部
②中高生の部③一般の部

「
わ
た
し
の
選
択
、
か
し

こ
く
や
さ
し
い
消
費
者
に

な
ろ
う
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
、
自
作・未
発
表
の
川
柳

（
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
や
特

殊
詐
欺
の
被
害
防
止
、
消

費
者
市
民
社
会
（
ご
み
減

量
や
食
品
ロ
ス
、
計
画
的

な
お
金
の
使
い
方
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ホ
の

安
心
・
安
全
な
使
い
方
な

ど
）
に
関
す
る
も
の
）

※
１
人
２
句
ま
で

市内にお住まいか通勤・
通学している小学生以上の方

新
し
い
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
お
届
け
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

70
歳
～
74
歳
の
方
へ
、
８
月
か
ら
使

用
で
き
る
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を

７
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
８
月
以
降
に
病
院
等
で
受
診
す
る

際
は
、
お
手
元
の
被
保
険
者
証
と
一

緒
に
新
し
い
受
給
者
証
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は

９
月
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を

導
入
し
て
い
る
医
療
機
関
等
で
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
被
保
険
者

証
を
提
示
す
る
場
合
、
高
齢
受
給
者

証
の
提
示
は
不
要
で
す
。　

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請 

を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は

一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
（
所
得
審
査

有
り
。
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、
４

段
階
の
免
除
区
分
）。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い　
申
市
役
所
本
庁
舎

１
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
総
合
案

内
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
ま
た
は
は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
に

申
込
時
の
必
要
事
項
と
川
柳
、
川
柳

に
込
め
た
一
言
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
年
齢

（
学
生
は
学
校
名
、
学
年
も
記
入
）、

部
門
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
（
希
望
者
の

み
）
を
記
入
し
て
９
月
15
日
（
必

着
）
ま
で
に
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
申
し
込
め
ま
す　
申
・
問
〒
980

│

8555
（
住
所
記
入
不
要
）
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
☎
268
・
7
0
4
0
、
℻

268
・
8
3
0
9

緑
と
花
い
っ
ぱ
い
花
壇
コ
ン
ク

ー
ル

◦
対
象‖

【
地
域
の
部
】
町
内
会
や

老
人
ク
ラ
ブ
等
の
地
域
の
花
壇
、
事

業
所
等
の
花
壇
【
学
校
の
部
】
小
・

中
学
校
の
花
壇　
◦
審
査
は
7
月
下

旬
か
ら
８
月
中
旬
に
行
い
ま
す　
申

仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
な
ど
で
配
布

す
る
申
込
書
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhtt

p://sendai-green-associatio
n.jp/flow

er/

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）
で
７
月
21
日
（
必
着
）
ま
で

に　
問
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
☎

293
・
3
5
8
3

緑
と
花
い
っ
ぱ
い
絵
画
コ
ン
ク

ー
ル

◦
募
集
内
容‖

花
や
緑
を
テ
ー
マ
に

四
つ
切
り
画
用
紙
に
描
い
た
絵
画

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
か
通
学

し
て
い
る
小
・
中
学
生　
申
市
役
所

本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、
仙
台
市

公
園
緑
地
協
会
な
ど
で
配
布
す
る
応

募
用
紙
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://s

endai-green-association.jp/
flow

er/

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

で
８
月
31
日
（
必
着
）
ま
で
に　
問

仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
☎
293
・
３
５

８
３ ■固定資産税・都市計画税の納期です

　令和５年度の固定資産税・都市計画税の第２期
分は、７月31日㈪までに金融機関等で納めてく
ださい。また、口座振替をご利用の方も７月31
日㈪に振り替えになります。
問収納管理課☎214･1010
■固定資産税（家屋）についてのお願い
家屋を取り壊した時はお知らせください
　家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取
り壊しなどを予定している方は、家屋が所在した

（する）区の担当課までお知らせください。なお、
滅失登記をした場合は連絡不要です。
家屋調査へご協力をお願いします
　令和６年１月１日（賦課期日）までに新増築工
事等が完了した家屋には、令和６年度から固定資
産税が課税されます。課税の基礎となる家屋の評
価額算出のため、間取りの分かる平面図や、部屋
ごとの仕上一覧などの資料を用意していただく必
要があります。対象となる方には個別にお知らせ
します。詳しくはお問い合わせください。
問北固定資産税課【青葉区】☎214･8604【泉区】
☎214･8605、南固定資産税課【宮城野区・若林
区】☎214･8694【太白区】☎214･8695

税のお知らせ下
水
道
フ
ェ
ア
「
川
柳
コ
ン
ク

ー
ル
作
品
募
集
」

◦
募
集
内
容‖

「
く
ら
し
と
水
」
ま

た
は
「
マ
ン
ホ
ー
ル
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
自
作
・
未
発
表
の
川
柳
（
１
人

２
句
ま
で
）　
◦
対
象‖

市
内
に
お

住
ま
い
か
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
小

学
生
以
上
の
方　
◦
入
賞
者
に
は
賞

状
と
副
賞
を
進
呈　
申
市
役
所
本
庁

舎
１
階
市
民
の
へ
や
な
ど
で
配
布
す

る
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
８
月
31

日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
建
設
局
経

営
企
画
課
☎
214
・
８
８
１
２

公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
を
募

集
し
ま
す 

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
18
歳

～
70
歳
の
方
若
干
名
〔
選
考
〕　
◦

任
期‖

11
月
１
日
か
ら
２
年
間　
申

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、

区
役
所
総
合
案
内
、
市
民
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
（
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.senda

i-shim
incenter.jp/

か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）
に
小
論
文
を
添
え
て

８
月
22
日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
生

涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
292
・
４
８

７
５

ワ
ケ
ル
く
ん
の
五
つ
星
集
積
所

診
断
募
集

　
ご
み
の
分
別
状
況
や
集
積
所
の
管

理
状
況
を
市
環
境
局
職
員
が
診
断
し
、

優
秀
な
成
績
を
挙
げ
た
集
積
所
に
認

定
証
と
清
掃
用
具
（
ほ
う
き
、
ち
り

取
り
）
を
進
呈
し
ま
す
。

◦
募
集
期
間‖

11
月
30
日
㈭
ま
で

◦
対
象‖

町
内
会
等
各
区
10
団
体

〔
先
着
〕。
１
団
体
当
た
り
集
積
所

３
カ
所
ま
で　
◦
管
理
会
社
（
管
理

人
）
が
管
理
す
る
ご
み
集
積
所
は
除

き
ま
す　
申
電
話
で
お
住
ま
い
の
区

の
環
境
事
業
所　
申
・
問
青
葉
環
境

事
業
所
☎
277
・
５
３
０
０
、
宮
城
野

環
境
事
業
所
☎
236
・
５
３
０
０
、
若

林
環
境
事
業
所
☎
289
・
２
０
５
１
、

太
白
環
境
事
業
所
☎
248
・
５
３
０
０
、

泉
環
境
事
業
所
☎
773
・
５
３
０
０

障
害
者
親
善
国
際
交
流
事
業
参

加
者
募
集

◦
活
動
内
容‖

11
月
５
日
㈰
か
ら
９

日
㈭
に
か
け
て
台
南
市
を
訪
問
し
、

現
地
の
障
害
者
団
体
と
の
交
流
や
、

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
視
察
等

を
行
い
ま
す　
◦
対
象‖

市
内
に
お

住
ま
い
の
障
害
の
あ
る
方
と
付
き
添

い
の
方
10
人
程
度
〔
抽
選
〕　
◦
費

用‖

１
人
20
万
円
程
度　
申
市
役
所

本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、
仙
台
市

障
害
者
福
祉
協
会
な
ど
で
配
布
す
る

申
込
書
で
７
月
31
日
（
必
着
）
ま
で

に　
問
仙
台
市
障
害
者
福
祉
協
会
☎

266
・
０
２
９
４
、
℻
266
・
０
２
９
２

「
心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作

文
」・「
障
害
者
週
間
の
ポ
ス
タ

ー
」
作
品
募
集

申
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や

な
ど
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
を
作
品

に
添
え
て
８
月
25
日
（
必
着
）
ま
で

に　
問
仙
台
市
障
害
者
福
祉
協
会
☎

266
・
０
２
９
４
、
℻
266
・
０
２
９
２

部
門

テ
ー
マ

対
象

作文

出
会
い
、
ふ
れ
あ
い
、
心

の
輪

│

障
害
の
あ
る
人
と

な
い
人
と
の
心
の
ふ
れ
あ

い
体
験
を
広
げ
よ
う

小学生
以上

ポスター

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
誰
も
が
能
力
を
発
揮

し
て
安
全
に
安
心
し
て
生

活
で
き
る
社
会
の
実
現

小・中学生

小
学
生
防
火
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク

ー
ル
作
品
募
集

◦
募
集
内
容‖

四
つ
切
り
画
用
紙
に
、

防
火
に
関
す
る
標
語
等
を
入
れ
た
ポ

ス
タ
ー　
◦
対
象‖

市
内
の
小
学
生

◦
最
優
秀
作
品
は
、
火
災
予
防
運
動

ポ
ス
タ
ー
に
採
用
し
ま
す　
◦
表
彰

式
は
消
防
航
空
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
、

消
防
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
見
学
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
（
サ
ッ
カ

ー
日
本
女
子
代
表
）
の
国
際
親

善
試
合
に
ご
招
待

◦
試
合
日
時‖

７
月
14
日
㈮
午
後
７

時
５
分
～　
◦
会
場‖

ユ
ア
テ
ッ
ク

ス
タ
ジ
ア
ム
仙
台　

◦
対
象‖

市
内

に
お
住
ま
い
の
方
20
組
40
人
〔
抽

選
〕　
◦
対
戦
相
手‖

パ
ナ
マ
女
子

代
表　
◦
当
選
者
に
は
７
月
12
日
ま

で
に
連
絡
し
ま
す　
申
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
Ｅ
メ
ー
ル
に
申
込
時
の
必
要
事

項
と
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お
持
ち

の
方
）
を
記
入
し
て
７
月
10
日
ま
で

に
宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
協
会
☎
767
・
７

６
７
９
、
℻
767
・
３
０
７
６
、
Ｅ
メ

精
神
科
デ
イ
ケ
ア
通
所
者
募
集 

就
労
支
援
・
社
会
参
加
コ
ー
ス

◦
内
容‖

グ
ル
ー
プ
活
動
や
個
別
支

援
を
通
し
て
、
対
人
関
係
の
向
上
、

就
労
準
備
等
を
支
援
し
ま
す　
◦
対

象‖

精
神
科
・
心
療
内
科
で
通
院
治

療
を
受
け
て
い
る
15
歳
～
45
歳
の
方

（
中
学
生
を
除
く
）

リ
ワ
ー
ク
準
備
コ
ー
ス

◦
内
容‖

復
職
に
向
け
、
一
歩
を
踏

み
出
す
た
め
の
支
援
を
し
ま
す　
◦

対
象‖

精
神
科
・
心
療
内
科
で
う
つ

病
・
う
つ
状
態
の
通
院
治
療
を
受
け

て
い
る
休
職
中
の
方

ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
回
復
支
援
コ
ー
ス

◦
内
容‖

テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
回
復

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
お
酒

や
薬
物
を
使
わ
な
い
生
活
を
し
て
い

く
た
め
の
方
法
を
考
え
ま
す　
◦
対

象‖

ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
（
違
法
・

合
法
問
わ
ず
）
の
使
用
に
関
す
る
悩

み
を
抱
え
て
い
る
15
歳
以
上
の
方

※
い
ず
れ
も
各
種
健
康
保
険
、
自
立

支
援
医
療
が
適
用
に
な
り
ま
す
。
申

し
込
み
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
精
神
保
健
福
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問区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支
所保健福祉課（☎は９ページ）

■後期高齢者医療被保険者証をお送りします
　８月から使用できる新しい被保険者証（色がオ
レンジ色に変わります）を、簡易書留で７月末ま
でにお送りします。不在等で受け取ることができ
ず、郵便局での保管期限が過ぎた場合は、再度お
送りすることができますので、お住まいの区の区
役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保
健福祉課へお問い合わせください。
■令和５年度の保険料決定通知書をお送りします
　７月中に保険料決定通知書をお送りします。保
険料は原則として、公的年金からの差し引きによ
る納付となりますが、年金額が年額18万円未満
の方や、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合
計額が年金額の２分の１を超える方等は、口座振
替や納付書による納付となります。
　なお、公的年金から差し引きされる方は、申請
により口座振替に変更することができます。10
月からの変更を希望する方は、７月31日㈪までに
手続きしてください。申請方法は、保険料決定通
知書をご覧ください。
■令和５年度の保険料（１人当たりの年額）の算
定方法

●保険料は①と②の合計です（限度額66万円）
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基
礎控除額が変わります　
■障害認定による後期高齢者医療制度への加入
　一定の障害がある方は、65歳の誕生日以降、
申請により後期高齢者医療制度に加入することが
できます。

①均等割額 44,640円

②所得割額 （総所得金額等ー基礎控除額43万円※）
×所得割率（8.62％）
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